
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�

目

次

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
さ
け
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
の
禁
止

(

事

務

局)

…

�

○
東
部
海
区
管
内
の
沿
岸
海
域
に
来
遊
す
る
さ
け
資
源
の
繁
殖
保
護
の

指
示

(

同

)

…

�

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
け

を
目
的
と
す
る
は
え
な
わ
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
操
業
を
禁
止
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

新

田

常

雄

一

海
域

青
森
県
東
部
海
区
管
内
沖
合
海
域

二

期
間
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成
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日
ま
で

三

対
象
者

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
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を
使
用
し
て
操
業
す
る
者
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た
だ
し
、
青
森
県
水
産
総
合

研
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セ
ン
タ
ー
の
委
託
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け
調
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的
を
も
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て
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る
者
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項
の
規
定
に
よ
り
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青
森
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東
部
海
区
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内
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沿
岸
海
域
に
来
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さ
け
資
源
の
繁
殖
保
護
を
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次
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お
り
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海

域

漁

業

五
戸
川
河
口

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

河
口
左
岸
か
ら
真
方
位
三
百
三
十
九
度
三
十
分
二
百
二

十
メ
ー
ト
ル
の
点

イ

点
ア
か
ら
真
方
位
六
十
九
度
三
十
分
三
百
メ
ー
ト
ル
の

点
ウ

点
エ
か
ら
真
方
位
六
十
九
度
三
十
分
三
百
メ
ー
ト
ル
の

点
エ

河
口
右
岸
か
ら
真
方
位
百
五
十
九
度
三
十
分
二
百
二
十

メ
ー
ト
ル
の
点

奥
入
瀬
川
河
口

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

河
口
左
岸
か
ら
真
方
位
三
百
三
十
九
度
三
十
分
二
千
メ
ー

ト
ル
の
点

イ

点
ア
か
ら
真
方
位
七
十
度
三
十
分
二
千
メ
ー
ト
ル
の
点
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
七

年
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
操
業
を
禁
止
す
る
。

３

１
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
ま
た
、
２
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月

十
五
日
ま
で
の
間
、
一
本
釣
り
に
よ
り
さ
け
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

沿
岸
域
に
お
け
る
操
業
の
制
限

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月

十
五
日
ま
で
の
間
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
漁
業
の
操
業
を
制
限
す
る
。

三

さ
け
採
捕
の
制
限

次
に
掲
げ
る
期
間
は
定
置
漁
業
、
小
型
定
置
漁
業
及
び
さ
し
網
漁
業
に
よ
り
さ
け
を
採
捕
し
て

は
な
ら
な
い
。

期
間

平
成
十
六
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で
及
び
同
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
同
月

十
二
日
ま
で
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点
エ
か
ら
真
方
位
六
十
八
度
三
十
分
二
千
メ
ー
ト
ル
の

点
エ

河
口
右
岸
か
ら
真
方
位
百
五
十
八
度
三
十
分
千
メ
ー
ト

ル
の
点

老
部
川
河
口

(

下
北
郡
東
通
村)

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

河
口
左
岸
か
ら
真
方
位
六
度
三
十
分
千
メ
ー
ト
ル
の
点

イ

点
ア
か
ら
真
方
位
九
十
六
度
三
十
分
五
百
メ
ー
ト
ル
の

点
ウ

点
エ
か
ら
真
方
位
九
十
六
度
三
十
分
五
百
メ
ー
ト
ル
の

点
エ

河
口
右
岸
か
ら
真
方
位
百
八
十
六
度
三
十
分
千
メ
ー
ト

ル
の
点

大
畑
川
河
口

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
三
直
線
と

最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア

河
口
左
岸
か
ら
真
方
位
三
百
四
度
三
十
分
五
百
メ
ー
ト

ル
の
点

イ

点
ア
か
ら
真
方
位
四
十
九
度
三
十
分
千
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

点
エ
か
ら
真
方
位
四
十
九
度
三
十
分
千
メ
ー
ト
ル
の
点

エ

河
口
右
岸
か
ら
真
方
位
百
四
十
四
度
三
十
分
千
メ
ー
ト

ル
の
点

海

域

漁

業

新
井
田
川
及
び
馬
淵
川
河
口

八
戸
港
八
太
郎
北
防
波
堤
、
八
太
郎
北
防
波
堤
の
突
端
か
ら

白
銀
北
防
波
堤
の
東
端
を
経
て
蕪
島
に
至
る
直
線
、
新
井
田
川

河
口

(

八
戸
大
橋
の
下
流
端
を
い
う
。)

、
馬
淵
川
河
口

(

八

小
型
定
置
漁
業
、
固

定
式
さ
し
網
漁
業
及
び

は
え
な
わ
漁
業

太
郎
地
区
北
導
流
堤
の
突
端
か
ら
八
戸
市
豊
洲
四
番
の
北
端
に

至
る
直
線
を
い
う
。)

、
八
太
郎
地
区
北
導
流
堤
及
び
最
大
高

潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

海

域

漁

業

最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

固
定
式
さ
し
網
漁
業

及
び
は
え
な
わ
漁
業

最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

(

下
北

郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
地
先
及
び
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字

釣
屋
浜
、
通
称
赤
岩
地
先
の
海
域
に
あ
っ
て
は
、
水
深
七
メ
ー
ト

ル
以
浅
の
海
域)

小
型
定
置
漁
業
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